
大泉町では、０～３９歳までのがん患者が住み慣れた生活の場で安心して自分らしく過ごせるよ

う、在宅介護サービス利用料等の一部を補助（払い戻し）し、患者と家族の負担を軽減します。

①医療用ウィッグ（本体、ネット）

裏面に「申請の流れ」を記載しております。

若年がん患者在宅療養費補助事業のご案内

【お問い合わせ・申請窓口】

大泉町役場 健康づくり課（１０５番窓口）

電話 ０２７６－６３－３１１１

３９歳以下のがん患者であって以下の条件を満たす人

①医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復が難しい状態に至ったと判断

し、在宅療養上の生活支援及び介護が必要な人（医師から末期がんと診断された人）

②大泉町に住民登録をしている人

③他の事業において、同様の助成を受けることができない人

対象者

サービス内容

●訪問介護

●訪問入浴介護

●ケアマネージャーによるケアマネジメント（ケアプラン作成、事業者調整、申請手続等）

●福祉用具貸与・購入（２０～３９歳の人のみ対象）

※０～１９歳の人の福祉用具貸与・購入については「小児慢性特定疾病日常生活用具給付」

の対象となるため、福祉課での申請をしていただきます。

補助対象サービス利用料の上限額(自己負担額含む)

●訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与（２０～３９歳） 月額 上限８０，０００円

●訪問介護、訪問入浴介護（０～１９歳） 月額 上限５０，０００円

●ケアマネージャーによるケアマネジメント（０～３９歳） 月額 上限１０，０００円

●福祉用具購入（２０～３９歳） １人あたり５０，０００円

※サービス利用料の９割相当額を補助します。一度は、全額を負担していただきます。

自己負担額は、サービス利用料の１割相当と

なります。（上限額あり）



１.利用申請

申請書と医師の意見書を健康づくり課に提出してください。

【提出書類】

①大泉町若年がん患者在宅療養費補助事業認定申請書

②医師の意見書 ※医師の意見書作成料は、利用者負担になります。

２.利用決定の通知

申請内容を審査し、認定通知書を郵送します。

３.在宅介護サービス等の利用開始

４.サービス利用料の支払い

在宅介護サービス事業者で請求された額を一度は全額支払い、領収書とサービス内容・金

額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。

５.サービス利用料の請求

下記の書類を健康づくり課へ提出してください。

【提出書類】

①大泉町若年がん患者在宅療養費補助金交付申請書

②大泉町若年がん患者在宅療養費補助事業実績報告書

③サービス利用をうけた事業所の領収書およびサービス内容がわかる書類

※請求金額は、サービス利用料から自己負担の１割相当額（１円未満の端数が生じた場

合は切り上げ）を除いた額を請求してください。

※サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。

６.審査、申請者への支払い

申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。

申請の流れ


